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理事長北川博康殿

健康保険法(大正11年法律第70号)第7条の30の規定に基づき、別紙

のとおり、令和4年度の健康保険事業と船員保険事業の業績の評価を行ったの

で、その結果を通知する。
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機密性1

全国健康保険協会の令和4年度における

健康保険事業及び船員保険事業の業績に関する評価結果

1.評価の視点

全国健康保険協会(以下「協会」という。)は、保険者として健康保険事業及び船

員保険事業を行い、加入者の健康増進を図るとともに、良質かっ効率的な医療を享

受できるようにし、もって加入者及び事業主の利益の実現を図ることを基本使命と
している。

こうした基本使命を踏まえ、保険者機能を十分に発揮するため、

・加入者及び事業主の意見に基づく自主自律の運営

・加入者及び事業主の信頼が得られる公正で効率的な運営

・加入者と事業主への質の高いサービスの提供

・被用者保険の受け皿としての健全な財政運営

を基本コンセプトとして、事業運営に取り組んでいる。

船員保険事業については、基本コンセプトに加え、「船員保険事業を通じ、わが国

の海運と水産を支える船員と家族の皆様の健康と福祉の向上に全力で取り組む」と
いう基本的な考え方も踏まえ事業運営に取り組むこととしている。

これら協会に求められる使命等を踏まえ、健康保険法(大正Ⅱ年法律第70号)

第7条の30の規定に基づき、協会の健康保険事業及び船員保険事業の業績評価に

ついて、令和4年度事業計画に基づき実施した業務実績全体の状況にっいての「総

合的な評価」と同事業計画に掲げた項目ごとの「個別的な評価」を行った。

評価にあたっては、第三者の視点を取り入れた適切な評価を行うことを目的とし、

有識者等を構成員とする「全国健康保険協会業績評価に関する検討会」(以下「検討

会」という。)を開催し、協会の各事業年度の業績の評価及び分析等を行ってぃる。

また、協会では、平成 30年度よ、り事業の達成度を測るための目標値として重要
業績評価指標(KPD を設定しており、その達成に向けて取組を行ってぃることか

ら、業績め評価にあたっては、1Φ1の達成度合等を把握して評価を行うこととして
いる。

なお、本業績評価については、事業計画等の策定、見直し等に活用することによ

り、 PDCAサイクノレの推進を図っている。

(別紙)

令和 5年12月7
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Ⅱ.総合的な評価

【評価 A 】

各事業項目の個別的な評価を踏まえ、総合的な評価結果はAとする。この評価結

果を踏まえ、今後の協会の事業運営に臨まれたい。

なお、個別的な評価結果は別添のとおりである。

[健康保険】

1.基盤的保険者機能閲係について

保険者としての基本的な役割として、健全な財政運営のため協会の保険財政

にっいて加入者や事業主に広ぐ情報発信を行ったほか、健康保険給付の申請書

の受付から振込までの期間について、サービススタンダード(所要日数の目標)

を 10 営業日以内に設定してサービス水準の向上を図るとともに、ホームペー

ジやり一フレットを活用した限度額適用認定証の利用促進、現金給付の適正化

の推進、効果的なレセプト内容点検の推進、柔道整復施術療養費等における文

書照会の強化、返納金債権発生防止のための被保険者証回収強化・債権管理回

収業務の推進、'被扶養者資格の再確認の徹底、オンライン資格確認の円滑な実

施、業務改革の推進等、様々な取組を行った。

特に、将来に向け安定的な財政運営を図る観点から、関係者と十分な議論を

踏まえ平均保険料率を決定したことや、財政基盤強化のための積極的な意見発

信、査定率向上に資するレセプト点検の効率化を図ったこと及びマニュアルや

手順書に基づく統一的な事務処理の徹底により、業務の標準化・効率化・簡素

化を図ったことを評価する。

今後は、被扶養者資格の再確認において、回答書未提出の事業主に対して提

出勧奨を強化するな基更なる基盤的保険者機能の強化を図られたい。

また、基盤的保険者機能の強化を推進した結果、一定程度成果が上がった事

業にっいては、対前年度と比して数値上の指標をもって取組を適正に評価する
ととが困難になってきていることから、評価指標の見直しも検討課題であると

考える。

2.戦略的保険者擬能関係について

保険者としてより発展的な機能を発揮するため、「特定健診・特定保健指導デ

ータ分析報告書」や「支部別スコアリングレポート」等の分析ツーノレを用い、

第2期保健事業実施計画(データヘルス計画)のPDCAサイクルを着実に回し、

取組の実効性を高めた他、特定健診実施率・事業者健診データ取得率の向上、

特定保健指導の実施率及ぴ質の向上、重症化予防対策の推進、ニラボヘルスの

推進、広報活動や健康保険委員を通じた加入者等の理解促進、ジェネリック医

、
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薬品の使用促進、インセンティブ制度の実施及ぴ検証、支部が実施じた好事例
の全国展開、地域の医療提供体制等への働きかけや医療保険制度に係る意見発
信、調査研究の推進等、様々な取組を行った。

特に、コラボヘルスの更なる推進のため、業界団体への広報など協力依頼を
行い、健康宣言事業所数の増加を図ったことや、協会保有のビックデ」.タを活
用した外部有識者の調査研究事業の促進及び研究成果の広報を実施したとと
を評価する。

今後は、事業所や健診機関など関係機関との連携強化を進め、特定健診及ぴ
特定保健指導の実施率の向上に取り組むとともに、かかりっけ医との連携等に
よる重症化予防対策を推進し、ひ、いては協会の安定的な財政運営を維持できる
よう、更なる戦略的保険者機能の強化を図られたい。

戦略的保険者機能の各事業においては、受診率の向上や医療費適正化効果へ
の反映に時間が要することから、それらの指標を伸ばすための基盤整備や新た
な取組を評価する指標を設けることで、実際に事業に取り組む支部の意欲向上
に努めることも重要と考える。

【船員保険1

1.基盤的保険者機能閲係について

船員保険事業における基本的な役割として、加入者に良質なサービスを提供
できるよう、現金給付の申請書の受付から給付金の振込までの期間にっいて'、
サービススタンダードとして 10 営業日以内の給付と設定し、サービスの向上
を図るとともに、適正な保険給付の確保、効果的なレセプト点検の推進、返納
金債権の発生防止の取組強化、債権回収業務の推進、高額療養費の申請勧奨や
限度額適用認定証の周知広報等の制度の利用促進、無線医療助言事業及び洋上
救急援護事業等の福祉事業の効果的な実施、サービス向上のための取組、健全
な財政運営等、様々な取組を行った。

特に、外部事業者と査定率に応じた委託費を支払う契約を締結し、受託事業
者が積極的に査定額の向上に取り組むようにしたことにより、効果的なレセプ
ト点検が推進されたことを評価する。

今後は、オンライン資格確認の普及の進捗も踏まえながら、限度額適用認定
証の利用割合の向上に資する取組の実施により、更なる基盤的保険者機能の強
化を図られたい。

2.戦略的保険者機能関係について

保険者としてより発展的な機能を発揮するため、特定健診等の推進、特定保
健指導の実施率の向上、加入者の健康意識向上に対する支援の実施、加入者の

3
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禁煙に対する支援、船舶所有者の健康意識向上に対する支援、船舶所有者との

コラボヘルスの推進、ジェネリック医薬品の使用促進、船員保険制度に関する

情報提供・広報の充実、調査・研究の推進等、様々な取組を行った。

特に、国土交通省海事局や船員災害防止協会が主催するイベントにおいて、

積極的な広報に努めたことで、「船員の健康づくり宣言」(プロジェクト"S")
にエントリーする船舶所有者を増加させた取組を評価する。

今後は、被保険者の乗船スケジュールに合わせた健診車を用いた巡回健診や、

自治体と協働した集団健診の開催拡充、特定健診当日の初回面談実施の促進、
ICT によるオンライン面談の実施の拡充により、特定健診・特定保健指導の実

施率の向上等に取り組むなど、船員ならではの健康状態や生活習慣に応じた保

健事業の設計を行うことで更なる戦略的保険者機能の強化を図られたい。

[組織・運営体制関係」

人事制度の適正な運用と標準人員に基づく人員配置や、人事評価制度の適正

な運用、OJT を中心、とした人材育成、本部機能及び本部支部間の連携の強化、

'支部業績評価の実施、内部統制の強化、りスク管理、コンプライアンスの徹底、

費用対効果を踏まえたコスト削減等、協会システムの安定運用、制度改正等に
かかる適切なシステム対応、中長期を見据えたシステム構想の実現等、様々な

取組を行った。

特に、支部における戦略的保険者機能関係の充実・強化に向け、.保健師の採
用及び育成の強化に努めたことについて評価する。

で推移する支部の医療費・健診データの分析を行う「保険者努力重点支援プロ
ジェクト」を通して.、医療費や保健事業の地域間格差の解消に取り組まれたい。

[新型コロナウイルス感染症への対応1
新型ニロナウィルス感染症の感染拡大防止の観点から、都道府県支部の窓口

に混雑時は時間を改めて来所いただくよう案内を掲示した他、定期的な換気や

待合席間のスペースの確保など、共有スペースにおける対策を講じた。

また、健診.保健指導の実施にあたっては、契約した健診実施機関等に対し

て感染防止対策の徹底を依頼し、保健師等が保健指導を行うため事業所を訪闇

する際は、事前に感染防止対策等の協力をお願いした上で訪問した。

協会職員においても、時差出勤の実施や「三っの密」の回避等により、感染

防止対策を徹底した。

加入者、事業主、関係機関及び職員への新型コロナウィルス感染防止対策を

講じながら、工夫して業務を遂行したことを評価する。

今後は、本部と支部の連携強化の方策を着実に実施し、保険料率が高い水準

-4 -
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新型コロナウィルス感染症は令和5年5月より5類感染症に見直しされた

ところではあるが、引き続き、感染防止に配慮しつつ、加入者サービスの低下

を招くことがないよう、業務を遂行していただきたい。

、
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全国健康保険協会の業績に関する評価(個別的な評価)

(別添)

_ノ
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機密性2

令和4年度業績評価結果一覧表

●個別評価
」、健塵保陰
1.基盤的保険者機能関係

令和4年度総合評価

(1)健全な財政運営

(2)サービス水準の向上

(3)隈度額適用認定証の利用促進

(4)現金給付の適正化の推進

C^

(5)効果的なレセプト内容点検の推進

(6)柔道蔓復施術療養費等における文害照会の強化

(フ)返納金債権発生防止のための保険証回収強化及び債権管理回収業務の推進

(8)被扶養者資格の再確認の撤底

(9)オンライン資格確認の円滑な実施

(1の業務改革の推進

楽1 定量鰹値の判定基準は、S・A・B・C・Dの5段階評価
【詞定基準】_
rsj:令和4年度計画を量的及ぴ質的に上回る顕著な成果が得られていると認められる(封計画値120"以上で、かっ質的に顕著な成果が得られていると認められる場合、

rAJ:令和4年度計西を上回る成果が得られていると認められる〔対計画値120"以上、又は対計夏値1卯"以上で、かっ目標において困鯉度が「高」とされている場合)・

r。」:令和4年度計■を下回っており、改善を要する(対計画値帥"以上lm,'来満、又は対計画値80"未満で、かっ目標において困齡度が「高」とされている場合)・
rDJ:令和4年度計画を下回っており、集務の廃止を含めた抜本的な改善を求める(対計画値即"未満、又は主務大臣が桑務遷営の改善モの他必要な櫓置を読ずることを命る必要二

楽2 定性鰹価の判建碁準は、S・A・B・C・Dの5殿階評価
【判定差準1
rsj:困難度を高く設定した目標にっいて、目標の水皐を大幅に上回っている.
rAJ:困賊度を高く設定した目標にっいて、目標の水準を満たしている.
rBJ:目撫の水準を満たしている(rA」1こ該猶する事項を除く).

、、ξののの必要な措置を講,'ることを命ずる必蔓があると認めた場合を含む抜本的な業務の見直しが必要.

A
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高

高

崇2

豪1
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高

濠里

A
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楽2

B

濠1

高

(1)健全な財政運営

高

B

B豪1

(2)サービス水準の向上

B

(3)限度額適用認定証の利用促進

A

巣1

(4)現金給付の適正化の推進

高

C豪1

B

(5)効果的なレセプト内容点検の推進

B蟻1

(6)柔道蔓復施術療養費の照会業務の強化

B

A繁2

令和8年度評価項目

(フ)あんまマッサージ指圧・はりきゅう施術療養費の審査手順の最適化の推進

C

(8)返納金債権発生防止のための保険者証回収強化及び債権管理回収業務の推進

B

(9)被扶養者資格の再確認の徹底

A

(1のオンライン資格確認の円滑な実施

01)業務改革の推進

(協会作成)

令和3年度

困難度

高

最終評価

高
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A

B

高

B

B

A

高

B

B

B

高

C

B

A
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機密性2

」一僅塵俣陰

2.戦略的保険者機能関係

a)第2期保健事業実施計固(データヘルス計画)の着実な実施

D特定健診実施率・事業者健診〒ータ取得率等の向上

")特定保健指導の実施率及ぴ質の向上

iiD重症化予防対策の推進

N)コラボヘルスの推進

(2)広報活動や健康保険委員を通じた加入者等の理解促進

(3)ジェネリック医藁品の使用促進

4

(4)インセンティブ制度の着実な実籠

(5)支郁で実施した好事例の全国風開

(6)地域の医療提供体制等への働きかけや医療保険制度に係る意見発信

(フ)詞査研究の推進

楽1 生量翌豊の判定甚準は、S・A・B ・C ・Dの5殿階評価
【物定甚準】
rsj:令和4年度計冨を量的及ぴ質的に上回る顕著な虞果が栂られていると認められる(対計箇値120"以上で、かっ質的に顕薯な成果が得られていると認められる場合、

又は対計画値lm"以上で、かつ目標において困難度が「高」とされており、かつ質的に顕著な成果が得られていると認められる場合).
rAJ:令和4年度計匝を上固る成果が得られていると認められる(対計画値120,、以上、又は射計画値lm,●以上で、かっ目標において困雌度が1高」とされている場合).
rBJ:令和4年度計酉を連成していると認められる(対計画値1卯"以上、又は対計画値80"以上1伽"未満で、かっ目標において困蒙度が「高」とされている場合).
rcj:令和4年度計画を下回うており、改蕃を要する(封計画値帥"以上1卯"素満、又は対計画値80"来満で、かっ目標において困雌度がr高」とされている場合).
rDJ:令和4年度計画を下回っており、集務の廃止を含めた抜本的な改善を京める(対計画値80M衆満、又は主務大臣が業務運営の改善モの他必要ナ'措量を鷺ずることを命ずる必要があると認めた場合).

楽2 定性竪厘の物定甚準は、S・A・B・C・Dの6殿階評価
【判定基準】
rsj:困難塵を高く設定した目棚について、目標の水皐を大幅に上回っている.
rAJ:困鯉度を高く霞定した目標について、目糎の水準症満たしている.
rB上目標の永準を満たしている(rA」に該当する事項を除く).
rcj:目標の水準を満たしていない(rD」に該当する事項を除く).
rDJ:目糎の水皐を満たしておらず、主務大臣が業務運営の改善モの他の必要な拷置逹講ずることを命ずる必要が島ると認めた場合を含む抜本的な業癌の見直しが必要.

,襲疫

令和4年皮

高

ξ

高

^.

高

高

己ξ

高

高

崇ユ

楽1

1

高

.

楽1

B

11

挫1

高

B

蟻1

高

0)第2期保健事業実施計画(データヘルス計画)の着実な実施

B

崇1

高

0

豪1

i)特定健診実施率・事業者健診データ取得率等の向上

高

A

楽1

ii)特定保健指導の実施率及ぴ質の向上

高

B

iii)重症化予防対策の推進

峯之

B

N)コラボヘルスの推進

鞭1

(2)広報活動や健康保険委員を通じた加入者等の理解促進

B

A楽2

令和3年度評価項目

(3)ジェネリック医藁品の使用促進

B

(4)インセンティブ制度の実施及ぴ検証

C

(5)支郁で実施した好事例の全国展開

B

(6)地斌の医療提供体制等への働きかけや医療保険制度に係る意見発信

(フ)調査研究の推進

(協会作成)

令和3年度

困難度 最終評価

高

高

B

B

B

C

2/5

高

A

高

B

B

高

A

高

B

C

A

,二0

ざ

1
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ー
ー
ー
ー
】
門



機密性2

夏L船員保陰
1.基盤的保険者機能関係

a)正確かつ迅速な業務の実施

(2)適正な保険給付の確保

(3)効果的なレセプト点検の推進

(4)返納金債権の発生防止の取組の強化

(5)債権回収業務の推進

(6)制度の利用促進

令和4年庵評価頂目

(フ)福祉事業の効果的な実施

(8)サービス向上のための取組

(9)健全な財政運営の確保

楽1 空量鰹価の物定甚皐は、S・A・B ・C・Dの5段階評価
【判定基準】
rsj:令和4年度計固を量的及ぴ質的に上回る顕薯な成果が得られていると認められる(対計画値120,'以上で、かっ質的に顕著な成果が得られていると認められる場合、

又は射計画値1伽"以上で、かっ目標において困鮭度が「高」とされており、かっ質的に顕著な成果が得られていると認められる場合).
TAI:令和4年塵計画を上回る成果が得られていると認められる(対計頁値120"以上、又は対計函値1伽"以上で、かっ目撫において困難度が1高」とされている場合).

rcj:令和4年度計画を下回っており、改善を要する(対計酉懐即"以上1伽努来漕、又は対計画値即"米満で、かっ目標において困難度力灯高」とされている場合).

裟2 定姓鯉価の判定基準は、S・A・B ・C・Dの5殿階評価
【判定甚準】
rsj:困難度を高く設定した目糎にっいて、目標の水準を大幅に上回っている.
rAJ:困鮭度を高く設定した目螺について、目標の水準を満たしている.
rBJ:目標の水準妄満たしている(rA」に肢当する事項を除く).

、、がのモの仙の必要な措置を講ずること在命ずる必要があると認めた場合を含む抜本的な業務の見直しが必要.

困難度

令和4年庶

.性、、

高

己三

高

糠里

B

高

A剰

^

高

高

B

11 1

B

B

(1)正確かつ迅速な業務の実施

高

A

叢1

(2)適正な保険給付の確保

蟻1

B

(3)効果的なレセプト点検の推進

豪之

(4)返納金債権の発生防止の取組の強化

B

B

C

難皇

(5)債権回収業務の推進

B

(6)制度の利用促進

令和3年度評価項目

B

(フ)福祉事業の効果的な実施

B

(8)サービス向上のための取組

(9)健全な財政運営の確保

(協会作脚

令和3年度

困難度

高

最終評価

A

高

B

B

高

3/5

C

C

C

B

B

B

二



機密性2

1」船員保陰

2.戦略的保険者機能関係

(1)特定健康診査等の推進

(2)特定保健指導の実施率の向上

(3)加入者の健康意識向上に対する支擾

(4)加入者の禁煙に対する支援

(5)船舶所有者等の健康意識向上に対する支擾

(6)船舶所有者とのコラポヘルスの推進

(フ)ジェネリック医薬品の使用促進

仁、

(8)情報提供・広無の充実

4

(9)棚査,研究の推進

蝦1 定量鰹値の判定甚準は、S・A,B ・C ・Dの5段階評価
【判定甚準】
rsj:令和4年度計画妄量的及ぴ質的に上回る顕薯な成果が得られていると認められる(対計画櫨120"以上で、かっ質的1=顕薯な成果が得られていると認められる場合、

又は対計画値lm"以上で、かっ目糎において困簾度が「高」とされており、かっ質的1ミ頭薯な成果が得られていると認められる場合).
rAJ:令和4年度計匡在上回る成果が得られていると認められる(対計画値120,●以上、又は対計買値1伽"以上で、かっ目拝において困難度が「高」とされている場合).
rBJ:令和4年度計冨を達戒していると認められる(対計画値1伽"以上、又は対計匝値き0"以上1卯"素満で、かっ目標において困鼈度が「高」とされている場合).
rcj:令和4年度計画を下回っており、遼善を要する(対計画値帥"以上lm,●未満、又は対計画値即%来満で、かっ目標において困難度が「高」とされている場合).
rDJ:令和4年度計圃を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的,よ改善妄求める(対計画値即"衆満、又は主務大臣が業務運営の改善モの袖必要な措置を醜ずることを命ずる必要があると認めた場合).

楽2 定性腔賃の判定基単は、S・A・B ・C・Dの6段階評価
【判定基準】
rsj:困熊度を畜く設定Lた目撫について、目標の水準を大幅に上回うている.
rAJ:困難度を高く設定した目標について、目概の水準を満たしている.
rBJ:目標の水準を満たしている(rA」に試当する事項を除く).
「cj:目標の*準を満たしていないσD」に骸当する事項を除く〕.
rDJ:目標の水準を満たしておら司'、主務大臣が集務運営の改善モの他の必要な措置を講ずることを命ずる必要があると認めた場合を含む抜本的な業務の屍直しが必蔓.

゛

高

令和4年庶

高

高

高

高

B

高

叢1

高

.

纂里

^

高

C

Ⅲ

B

高

C

楽乏

(1)特定健康診査等の推進

B

叢1

(2)特定保健指導の実施率の向上

B

A

(3)加入者に対する支擾

B

B

A

叢之

(4)船舶所有者等に対する支援

A

B

(5)ジェネリック医薬品の使用促進

令和3年度評価項目

B

(6)情報提供・広報の充実

(フ)調査・研究の推進

(協会作成)

令和3年度

困難度

高

最終評価

高

高

C

B

高

A

4/5

高

A

B

C

B

尋.
一
一

鵡



機密性2

^^

1勺)人事制度の適正な運用と標準人員に基づく人員配置

1→之人事評価制度の適正な運用

14)odTを中心とした人材育成

'、

1@本部楼能及ぴ本部支部間の連携の強化

16支部業績評価の実施

Ⅱ→1)内部統制の強化

十和4

Ⅱ→即りスク管理

Ⅱ→③コンプライアンスの徹底

,、評価1百目

Ⅲ→j)費用対効果を踏まえたコスト削減等

Ⅲ→乞協会システムの安定運用

皿→③制度改正等にかかる適切なシステム対応

Ⅲ→④中長期を見据えたシステム構想の実現

蠏1 定量鯉価の判定基準は、S・A・B・C・Dの5殿階評価
【判定甚準】
rsj:令和4年度計西を景的及び質的に上回る顕著な成果が暢られていると認められる(封計酉値120,●以上で、かっ質的に顕著な成果が得られていると認められる場合、

又は対計画値lm,.以上で、かっ目標において困難度が「高」とされており、かっ質的に顧薯な成果が得られていると認められる場合).
rAJ:令和4年度計画を上回る成果が得られていると認められる(対計画憧120"以上、又は対計画値1伽"以上で、かっ目撫において困難度が「高」とされている場合).
rB上令和4年度計画を達成していると認められる(対計西値1卯"以上、又は対計画値80%以上1伽"未滴で、かっ目標において困難度が「高」とされている場合).
rcj:令和4年度計画を下回っており、改善を蔓する(封計画値関%以上1伽"来満、又は対計画値帥"来満で、かっ目標において困雌度が「高」とされている場合).
rDJ:令和4年度計酉を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的な改養を求める(対計画値80"米満、又は主務大臣が業務遷営の改善モの他必要な措量を講ずることを命ずる必要があると認めた場合).

楽2 定性腔鍾の判定甚業は、S・A・B・C・Dの5段階評価
【判定基準】
rsj:困難塵を高く設定した目標について、目標の永皐を大幅に上回っている.
rAJ:困難度を高く設定した目標について、目標の水準を満たしている.
rBJ:目標の水準を満たしている(rA」に駄当する享項を除く).
「0」:目標の水皐を満たしていない(rD」に鉢当する事項在除く).
rD上目標の水皐を満たしておら司.、主務大臣が業務週営の改善その他の必要な推置を講ずることを命ずる必要があると認めた場合を含む抜本的な業務の見直しが必要.

令和4年度

コι 己肝イ

楽2

高

B豪ユ

.

B峯1

B

Ⅲ

A纂ユ

B

楽之

1@人事制度の適正な運用と標準人員に基づく人員配置

B

蝦2

1→②人事評価制度の適正な運用

B

楽Z

1→③OJTを中心とした人材育成

B

縦之

1→④本都機能及ぴ本郁支部間の連携の強化

B

崇1

高

1◆支部業績評価の実施

B

B叢2

Ⅱ→j)内郁統制の強化

B

楽之

令和3年度評価項目

Ⅱ→②りスク管理

A

A炎ユ

Ⅱイ③コンプライアンスの徹底

B

Ⅲ→j)費用対効果を踏まえたコスト削減等

B

皿→②協会システムの安定運用

A

皿→③制度改正等にかかる適切なシステム対応

Ⅲ→④中長期を見据えたシステム構想の実現

(協会作脚

令和3年度

困難度 最終評価

B

B

B

5/5

B

B

B

B

B

i

A

高

B

B

A

よ

二
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